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【要　旨】

農業者戸別所得補償制度は，所得支持を目的とするものとしては，日
本で初めての本格的な直接支払いである．しかし，日本稲作の生産性
向上が求められる中で，戸別補償制度の導入が稲作生産性に及ぼした
影響を実証的に解明した先行研究は見当たらない．また，戸別補償制
度導入の影響には農家の規模や時期による違いがみられた可能性があ
り，その実証は直接支払いの効果的・効率的な運用のために重要であ
る．そこで本稿では，戸別補償制度の導入が農家の稲作の全要素生産
性水準に及ぼした影響を，特に影響の規模間・時点間の違いに注目し
て実証的に解明することを目的とする．傾向スコアマッチングと差分
の差分法を組み合わせた分析の結果，作付面積 1 ha以上の農家につい
ては，特に戸別補償制度の導入当初にあたる 2011 年においてのみ，稲
作の全要素生産性水準に対し正の影響を有していた可能性が示された．
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Abstract
The Japanese government implemented an extensive direct payment program to sup-

port farm income in 2010. However, no previous study has empirically examined the
impact of the program implementation on rice productivity, and such an examination is
essential because the current demand exists for increased productivity in rice production
in Japan. Furthermore, the impacts may vary depending on the farm scale and time
point. This empirical study examines the impact of program implementation on farm-
level total factor productivity (TFP) level in rice production, focusing on the differences
across farm scales and time points. Based on the results of combined propensity score
matching and difference-in-differences analysis, it appears that program implementa-
tion had a positive impact only on larger farms, especially at the beginning of program
implementation.
JEL Classification Codes: D24, Q12, Q18
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1. はじめに

直接支払いは「公的機関の予算から個々の農家に対して直接に交付される，農家の所得を増加さ
せる補助金」として定義される，農業補助金の一種である (OECD, 1994)．直接支払いは，特に先
進国において農政手段の主流となっている（荘林・木村，2014）．
日本における直接支払いとして，2011 年に導入された農業者戸別所得補償制度（以下，戸別補

償制度）1)があった．戸別補償制度は，その予算規模，対象となった戸数や農地面積のいずれにお
いても，所得支持を目的とするものとしては日本で初めての本格的な直接支払いである（荒幡，
2015a）．戸別補償制度の特徴の 1 つに，米を対策の中心に置いていたことが挙げられる（荘林・木
村，2014）．

1999 年に制定された食料・農業・農村基本法（以下，基本法）では「効率的かつ安定的な農業経
営を育成し，これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立する」ことが方針とし
て掲げられている．稲作に関しては，2002 年に策定された「米政策改革大綱」を端緒として米政策
改革が進められた．米政策改革は，「米づくりの本来あるべき姿」の実現を目指すことを目的とし
ており，「米づくりの本来あるべき姿」の 1 つの側面として，「効率的かつ安定的な農業経営が農業
生産の相当部分を占めていること」が挙げられている（農林水産省，2006）．「効率的かつ安定的な
農業経営」とは，「効率的な生産により高い生産性と収益性を確保し，所得を長期にわたって継続
的に確保できる経営体」（塩川，2019）とされる．これらと整合的に，2004 年から一定規模以上の
認定農業者等に対して稲作収入の安定を図る「担い手経営安定対策」が講じられ，その後 2007 年
に導入された「品目横断的経営安定対策」へと引き継がれた（小針，2018）．すなわち，日本稲作
においては，担い手に補助金による支援を集中させることで「効率的かつ安定的な農業経営」の育
成，言い換えれば高い生産性を有する農家の育成が図られていたと言える．
戸別補償制度は，2009 年の政権交代を背景として品目横断的経営安定対策に代わって導入さ

れ，支援の対象をすべての販売農家に拡大したものであり，当時は「農政の大転換」（農林水産省，
2009）と評された．他方で，前述の基本法の規定との適合性を欠いていたとの指摘（小嶋，2018）
もある．政策支援の集中によって高い生産性を有する農家の育成を目指すという方針の転換を図っ
たとも言える戸別補償制度の導入は，稲作の生産性水準にどのような影響を及ぼしたのであろう
か．エビデンスに基づく政策形成の観点から，この点について検証が必要である2)．また，国産米
の輸出拡大や自給力維持のため，生産性向上による競争力向上や生産費低減などが必要とされてい
る（國光，2014; 南石，2015）にもかかわらず，近年日本の稲作生産性は停滞している（山本他，
2007;Kondo et al., 2017）という現状において，直接支払いの導入が稲作生産性に及ぼす影響の解
明は，今後の稲作を対象とする政策支援のあり方の検討にも資すると考えられる．
戸別補償制度が農家の稲作生産性に及ぼす影響に関しては，理論的側面から，生産性向上に対す

るインセンティブを低下させるという指摘がある（松木，2010;横山，2010）．具体的には，戸別補
償制度の直接支払いは全国一律の作付実面積基準で交付金額が決まるため，農家間や地域間の単収
の相違が交付金額に反映されない．その結果，所得支持効果が低単収の生産者に対して相対的に高

1 2010 年にはモデル対策として同様の枠組みで実施されていたものの，本格導入は 2011 年であった．また，2010 年は様子
見をしていた生産者もおり，参加が定着したのは 2011 年とされるため（荒幡，2015b,p.171），本稿では戸別補償制度の導入
を 2011 年として分析する．
2 政策評価等によるエビデンスに基づく政策形成の重要性については，例えば三輪・Ramseyer (2001) や小林 (2020) を参照
のこと．
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く，高単収の生産者には相対的に低くなる制度設計となっており，単収向上に対するインセンティ
ブを低下させる可能性があるとされる（松木，2010）．実証的には，稲作だけでなく水田作経営全
体を対象とした分析ではあるが，戸別補償制度を含む直接支払いへの依存度が高い農家ほど，農業
生産の技術効率が低いことが多田・伊藤 (2018)によって明らかにされている．これは，ソフトな
予算制約3)に起因する効率性の低下であり，直接支払いによる支援が生産者の経営改善に向けたイ
ンセンティブを低下させたと指摘されている（多田・伊藤，2018）．技術効率の低下は，生産性の
低下をもたらす．以上から，戸別補償制度の導入は農家の稲作生産性を低下させた可能性が考えら
れる4)．
しかし，戸別補償制度導入の影響には，農家の規模によって差異がみられる可能性がある．実際
に，水田作付面積 1 ha未満のような小規模農家にとっては，戸別補償制度の直接支払いの交付対
象面積が小さいために交付金額も小さく，その経営に及ぼす影響は小さいとの問題提起がある（伊
庭，2011; 生源寺，2011）．他方，戸別補償制度は大規模な農家ほど直接支払いの受給金額が大き
くなる制度設計であった．理論的には直接支払いの受給による生産性向上は，直接支払いの受給に
よって投資促進や規模拡大等が引き起こされることによって生じる（Ciaian and Swinnen, 2009;
服部，2010;Rizov et al., 2013）ことに鑑みると，戸別補償制度導入によって，小規模農家と比較
して多額の直接支払いを受給した中・大規模農家において，投資促進や規模拡大が生じた可能性も
考えられる．加えて，戸別補償制度導入の影響に時点間における違いが存在していた可能性も考え
られる．こうした規模間・時点間における影響の違いの解明は，直接支払いの効果的・効率的な運
用のために重要である．
なお，戸別補償制度が，「農業経営の安定と国内生産力の確保」という制度の主目的の達成に貢
献したか否かに関しては，研究蓄積が進んでいる．具体的には，戸別補償制度の導入が農業経営の
安定に及ぼした影響の評価に関しては，稲作所得の水準や変動に及ぼした影響が明らかにされて
いる（谷口，2010;髙武，2010;藤野，2011;服部，2012;住本・草苅，2014;Nitta et al., 2022な
ど）．また，戦略作物の作付面積拡大に関連して，戸別補償制度の導入に伴い産地づくり交付金に
代わって導入された水田活用の所得補償交付金による，主食用米生産の抑制効果が確認されている
（小川，2021）．他方，前述の理論的研究（松木，2010;横山，2010）や水田作経営全体を対象とし
た研究（多田・伊藤，2018）を除き，戸別補償制度の導入が稲作生産性に及ぼした影響を実証的に
解明した先行研究は見当たらない．
国際的な研究動向に目を向けると，補助金は受給した経済主体の効率性を低下させることが経済
学的に示されている (Kornai, 1986)．他方，農業分野においては，補助金の受給によって投資促
進や規模拡大等を通じて生産性が向上し得ることも指摘されている (Ciaian and Swinnen, 2009)．
このように直接支払いが農業生産性に及ぼす影響は理論的に明らかではなく，注目されるべき論
点として国際的には実証研究が盛んに行われてきた（例えば，Rizov et al. (2013), Minviel and
Latruffe (2017), Garrone et al. (2019), Baráth et al. (2020), Mennig and Sauer (2020)）．しか
し，これらの先行研究をみても直接支払いが生産性や技術効率に及ぼす影響の分析結果は多様であ
り，生産性向上が課題となってきた日本稲作において，多額の予算を投じて実施された戸別補償制

3 Kornai (1986) によれば，ソフトな予算制約は，収支の厳格な関係が政府補助金といった外部からの補填によって緩和され
るときに生じるとされており，その企業経営に対する影響の 1 つとして効率性の低下が挙げられている．
4 戸別補償制度の問題点としては，農地流動化，すなわち農家間における資源移動の妨げとなった可能性も指摘される（安藤，
2016; 西川，2014 など）．本稿の分析は農家レベルの生産性に対する影響を計測するものであり，農家間の資源移動を考慮し
た実証分析は今後の課題である．
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度が，国内の先行研究や Kornai (1986)が指摘したような負の影響の有無を含め，稲作生産性に及
ぼした影響を実証的に検証する意義は大きい．
以上より，本稿では，戸別補償制度の導入が農家の稲作生産性に及ぼした影響（以下，生産性影

響）を，特に規模間および時点間の違いに注目して実証的に解明することを目的とする．生産性の
指標としては経営のパフォーマンスや政策影響の評価尺度として適している全要素生産性 (Total
Factor Productivity: TFP)（胡，2005）を利用する．
本稿の構成は以下の通りである．第 2 節では本稿で分析対象とする戸別補償制度の概要を述べ

る．第 3 節では分析に用いるデータについて説明し，第 4 節では稲作生産性水準の計測および戸
別補償制度導入の生産性影響の計測に利用する分析方法を説明する．第 5 節では分析結果を示す．
第 6 節では本稿で得られた結果をまとめるとともに，政策的含意を述べる．

2. 農業者戸別所得補償制度の概要

戸別補償制度は 2010 年にモデル対策として導入された後に，2011 年から本格実施されたもの
であり，基本的に米の所得補償交付金，水田活用の所得補償交付金，米価変動補塡交付金，および
畑作物の所得補償交付金の 4 つの直接支払いから構成されていた．このうち，米価変動補塡交付金
および畑作物の所得補償交付金に関しては，データ制約により分析対象から除外する．以上より，
本稿では，米の所得補償交付金および水田活用の所得補償交付金のみを直接支払いとして考慮す
る5)．以下，本稿で考慮する 2 つの直接支払いの概要を述べる．
第 1に，米の所得補償交付金では，「米の生産数量目標に従って生産（耕作）した販売農家又は
集落営農」を対象に，主食用米の作付面積から自家消費分 10 aを控除した交付対象面積に応じて，
10 a当たり 15,000 円が給付された．この米の所得補償交付金の交付単価は，米価変動補塡交付金
と併せて標準的な生産費と標準的な販売価格の差額を補填するように設計されていた．第 2に，水
田活用の所得補償交付金は，旧来の転作奨励金を基本的に全国一律単価の直接支払いに転換したも
のである．米の所得補償交付金とは異なり，米の生産調整目標に従うことは受給要件ではない．そ
の主要部分である戦略作物助成は，水田で麦，大豆，米粉用米，飼料用米等の戦略作物を栽培する
販売農家と集落営農を対象に，作物ごとの交付単価で作付面積に基づいて給付される．ただし，水
田活用の所得補償交付金のうち，本稿で考慮するのは加工用米，米粉用米等に対する支払いのみで
ある6)．2013 年以前は，加工用米に対する支払単価は 10 a当たり 20,000 円，米粉用米に対する支
払単価は 10 a当たり 80,000 円であった（農林水産省，2011）．以上をまとめると，本稿において
は，戸別補償制度のうち食用米に対する直接支払いの導入を戸別補償制度の導入と捉え，戸別補償
制度導入が，これら直接支払いを受給した農家に及ぼした生産性影響を計測する．
戸別補償制度には，導入後，2014 年に変更が加えられた．具体的には，米の所得補償交付金の交

5 米の所得補償交付金および水田活用の所得補償交付金は，2013 年には名称が米の直接支払交付金および水田活用の直接支払
交付金へと変更された．本稿では，分析期間に名称変更後の 2013 年も含むが，これらの交付金が 2013 年までは導入当初の
枠組みを維持していたことに鑑み，2012 年以前の名称を用いる．米価変動補塡交付金は，当年産の販売価格が標準的な販売価
格を下回った場合に発動され，米の所得補償交付金と同じ交付対象面積に基づいて交付されるものである．交付金額は当年産
の販売価格と標準的な販売価格との差額を基に算定された．ただし，発動されたのは結果として 2010 年のみであり，本稿で
利用するデータからは，2010 年の米価変動補塡交付金を含む戸別補償制度に関するデータは利用できない．
6 これは，農林水産省『米生産費統計』個票における水田活用の所得補償交付金の定義に従ったものである．2022 年 5 月に
農林水産省統計部に聞き取った結果によると，農林水産省『米生産費統計』個票では，水田活用の所得補償交付金のうち，農林
水産省『米生産費統計』の調査対象である「食用に供する目的で栽培している水稲」，具体的には，加工用米，米粉用米等に係
る交付金額のみが計上されている．
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付単価が 10 aあたり 7,500 円に半減されたが7)，水田活用の所得補償交付金は拡充された．この政
策変更が生産性影響の計測に影響することを避けるため，本稿の分析期間を 2013 年までに限定す
る．なお，こうした制度変更の影響も注目すべき論点であるが，その実証は今後の課題としたい．

3. データ

使用するデータは，農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票から構築し
た，2008～2013 年を分析期間とする府県農家のバランスドパネルデータである8)．分析期間の設
定理由は，農林水産省『米生産費統計』個票が農林水産省への利用申請によって利用可能なのは，
分析実施時点で 2008 年以降であったこと，および 2014 年に戸別補償制度に変更が加えられてお
り，その政策変更が生産性影響の計測に影響するのを避けることである．バランスドパネルデータ
としたのは，分析期間中にサンプル中の農家の構成が変わると，その構成の変化が生産性影響の計
測に影響する可能性があるためである．
後述の生産性影響の計測では，戸別補償制度導入前のデータおよび戸別補償制度導入後のデータ
がどちらも必要となる．分析期間のうち，2008 年と 2009 年は戸別補償制度導入前の期間として
利用する．また，農林水産省『米生産費統計』個票からは 2010 年の戸別補償制度の直接支払いの
受給状況のデータが得られないため，2010 年のデータは TFP 水準の計測にのみ使用し，生産性
影響の計測には使用しない．2011～2013 年は戸別補償制度導入後の期間として利用する．農家に
よって戸別補償制度への参加期間が異なることが生産性影響の計測に影響することを避けるため
に，戸別補償制度導入後の期間（2011～2013 年）のすべての年に米の所得補償交付金または水田
活用の所得補償交付金を受給した農家を，戸別補償制度参加農家と定義する．一方，同期間内のい
ずれの年においても全くこれらの直接支払いを受給しなかった農家を非参加農家と定義する．
データ加工は以下の手順で行った．まず，パネルデータ構築前に，①各年の玄米販売量が 600 kg
未満の農家および平年作に対する調査年の収量の増減が 20％以上であった農家は除外する．これ
は，公刊されている農林水産省『米及び麦類の生産費』で集計対象となっている農家のみに限定す
る操作である9)．次に，②分析対象を府県に限定するために北海道の農家を除外し10)，③ TFPの
計測に問題が生じるために資本に含まれる費目が負値をとる農家を除外する．加えて，農家によっ
て戸別補償制度への参加期間が異なることが生産性影響の計測に影響することを避けるために，④
戸別補償制度導入後である 2011～2013 年の期間において，一部の年にのみ戸別補償制度の直接支
払いを受給した農家を除外する．その後，⑤ 2008～2013 年の期間のいずれかの年次でデータが得
られない農家は除外し，バランスドパネルデータを構築する．以上の手順で加工したデータを用い
て各農家の稲作 TFP水準を計測した後，稲作 TFP水準の計測結果と生産性影響の計測に必要な

7 その後，米の所得補償交付金は 2018 年から廃止された．また，2014 年には米価変動補塡交付金の廃止も行われている．
8 農林水産省『米生産費統計』は，米の生産に要した費用や要素投入量のデータであり，他の作物の生産に投入された費用や
要素投入量は含まれない．また，この個票データに含まれるのは世帯による農業経営（個別経営）のみであり，組織法人経営は
対象となっていない．なお，そのため本稿の分析対象はデータの定義上は「個別経営体」であるが，理解を容易にするため「農
家」と表記する．さらに，先行研究（Kawasaki, 2010; 吉田，2023）に倣い，生産環境が大きく異なると考えられる北海道は
分析から除外した．本稿と同様に農林水産省『米生産費統計』個票を用いた吉田 (2023) は，個票データのサンプルに含まれる
大規模な農家が北海道に多い傾向にあることを示し，大規模層の結果が北海道の数値に強く影響を受ける事態を避けるために
北海道を除いたサンプルを分析に用いている．本稿においても，特に中・大規模農家についての推定結果に同様の問題が生じ
得ることから，北海道を分析から除外した．ただし，北海道を含むデータを利用することには，サンプルサイズを確保すると
ともに全国の状況を考慮できるという利点もあり，地域の生産環境の違いを考慮して北海道を含む分析を行うことは今後の課
題となる．
9 病虫害等で大幅な減収が生じた農家といった外れ値に対処する目的でこうした処理を行った．
10 なお，沖縄県は農林水産省『米生産費統計』の調査対象ではないため，沖縄県の農家はデータには含まれない．
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表 1 データ加工によるサンプルサイズの変化（単位：戸）
2008 2009 2010 2011 2012 2013

①集計対象経営体以外を除外 794 814 830 820 1010 996
②北海道の農家を除外 720 744 745 733 922 907
③資本に含まれる費目が負の値をとる農家を除外 717 740 740 728 916 901
④ 2011～2013 年の一部の年にしか直接支払いを受給 527 590 647 702 464 420
していない農家を除外

⑤バランスドパネルデータ構築 310 310 310 310 310 310
作付面積 1 ha 未満 90 90 90 90 90 90
うち参加農家 67 67 67 67 67 67
うち非参加農家 23 23 23 23 23 23

作付面積 1 ha 以上 220 220 220 220 220 220
うち参加農家 195 195 195 195 195 195
うち非参加農家 25 25 25 25 25 25

注）「集計対象経営体」は，原データのサンプルから，玄米販売量が 600 kg 未満の農家および過去 5 か年の 10 a 当たり収量のうち，最高および最低の年を
除いた 3 年間の 10 a 当たり平均収量（平年作）に対する調査年の収量の増減が 20% 以上であった農家を除いたものであり，公刊されている農林水産省
『米及び麦類の生産費』において集計対象となった農家である．
出所）農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票より著者作成．

各農家の参加農家ダミー変数および観察可能な農家属性のデータ等を結合し，生産性影響計測用
データセットとする．最後に，戸別補償制度導入の生産性影響には，規模間において違いが存在す
る可能性がある．生源寺 (2011)は，水田作付面積が 1 haに満たないような小規模農家に対して支
給される米の所得補償交付金の金額は小さく，その受給が経営にもたらす影響が小さいと指摘し
ている．また，磯田 (2011)は戸別補償制度のうち米の所得補償交付金（および米価変動補塡交付
金）の受給によって，米価だけでは赤字だった階層の中でも水稲作付面積 1 ha以上層は黒字化す
る一方，1 ha 未満層は赤字のままであることを試算の結果から示している．これらの指摘を踏ま
え，生産性影響計測用データセットを戸別補償制度導入前の米作付面積（2008，2009 年の平均値）
が 1 ha未満の農家と 1 ha以上の農家の 2 つのサブサンプルに分ける．それぞれのサブサンプルご
とに生産性影響を計測することで，規模間における生産性影響の違いを検証する11)．以上のデータ
加工によるサンプルサイズの変化を表 1に示した12)．
以下，稲作生産性水準の計測に用いるデータおよび生産性影響の計測に用いるデータの概要を述
べる．稲作生産性水準の計測では，生産量は主産物数量 (kg) として定義した13)．生産要素には，
土地（米作付面積），労働（労働時間計），資本（農機具，自動車，賃借料および料金），および経

11 なお，公刊されている農林水産省『米及び麦類の生産費』によると，水稲作付面積の都府県平均値は 2008 年に 1.21 ha，
2009 年に 1.25 ha と 1 ha に近い値である．
12 個票元データ（表 1 の①集計対象経営体以外の農家と②北海道の農家を除く）から分析に用いるバランスドパネルデータの
構築に当たって除外された観測の特徴を示し，バランスドパネルデータと比較した結果を付表 1 に示した．その結果，2013 年
の土地労働比率以外のすべてで，有意水準 5％で有意差がみられなかった．そのため，本稿ではデータ加工によって多くの観
測が分析から除外されているが，それによるサンプルの偏りの影響は大きくないものと考えられる．なお，アンバランスドパ
ネルデータを用いることで，バランスドパネルデータを用いる場合と比べて多くの観測を分析に用いることが可能である．し
かし，本稿で利用している個票データは概ね 5 年程度でサンプルが入れ替わる調査設計となっており，アンバランスドパネル
データを用いる場合，計測結果からサンプル中の農家の入れ替わりの影響を峻別することが困難となる．
13 本稿と同様に農林水産省『米生産費統計』個票を用いて，耕地分散が生産費に及ぼす影響を推定した川崎 (2009) および
Kawasaki (2010) も，生産量を主産物数量として定義している．
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表 2 稲作生産性水準の計測に利用するデータの要約統計量（2008～2013 年）
2008 2009 2010 2011 2012 2013

参加 非参加 参加 非参加 参加 非参加 参加 非参加 参加 非参加 参加 非参加
農家 農家 農家 農家 農家 農家 農家 農家 農家 農家 農家 農家

生産量 21001.74 6786.42 21071.98 6682.42 20996.21 6468.00 21204.74 6612.46 22567.10 6736.06 24279.73 6817.15
(kg) (27673.88) (6273.39) (28157.21) (6435.72) (28210.36) (6161.19) (29533.68) (7061.66) (31341.37) (7340.43) (36051.54) (7432.47)
土地投入量 3.86 1.29 3.98 1.30 4.11 1.33 4.15 1.34 4.27 1.33 4.56 1.33
(ha) (5.20) (1.22) (5.50) (1.22) (5.66) (1.29) (6.08) (1.44) (6.28) (1.44) (6.89) (1.44)
労働投入量 712.38 427.97 724.88 434.24 733.94 436.09 735.22 435.38 752.95 418.82 795.54 411.92
（時間） (707.60) (318.98) (746.11) (334.34) (752.97) (385.27) (805.38) (400.81) (836.64) (389.19) (944.75) (375.05)
資本投入量 1263.57 628.88 1190.40 558.56 1263.51 562.71 1301.13 608.64 1387.17 602.39 1390.40 539.98
（千円） (1521.26) (516.59) (1329.47) (445.25) (1449.64) (569.03) (1606.17) (612.06) (1874.00) (472.03) (2048.47) (477.27)
経常投入量 746.68 233.36 756.48 248.28 787.37 248.36 782.48 249.13 834.99 250.37 887.11 252.93
（千円） (932.58) (177.32) (944.76) (220.74) (972.58) (231.45) (1009.96) (252.36) (1107.96) (247.33) (1242.05) (255.81)

注）上段の数値は平均，( ) 内の数値は標準偏差．
出所）農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票より著者作成．

常財（種苗，肥料，農薬，その他諸材料）が含まれる14)．資本と経常財は，農林水産省『農業物価
統計』の対応する項目の価格指数を用いて作成した資本と経常財のマルチラテラル価格指数によっ
て，それぞれ基準年を 2008 年として実質化した．また，次節で述べる通り，本稿で利用する規模
の経済性を考慮したマルチラテラル TFP 指数の計測では，費用関数を計測するために総費用の
データが必要となる．総費用は，上述の資本と経常財の金額，直接労働費計，および支払地代と自
作地地代の合計とした．
生産量および要素投入量の要約統計量を表 2に示した．表 2によると，生産量およびすべての
生産要素で，参加農家の方が非参加農家よりも大きな値となっている．また，この傾向は戸別補償
制度が導入される以前と以後とで変わらない．このことから，より大規模な農家が戸別補償制度へ
の参加を選択している可能性があり，政策の割り付けが無作為とはなっていないことが窺われる．
それに対処するため，生産性影響の計測では，後述する傾向スコアマッチング (propensity score
matching: PSM)を適用する．
生産性影響の計測では，後述する傾向スコアを求めるため，参加農家ダミー変数の他，観察可能
な農家属性として，戸別補償制度導入前の経営耕地面積，準主業農家ダミー変数，副業的農家ダ
ミー変数，土地・労働比率，および借地面積割合を利用する．これらの変数の選択理由は次節で述
べることとし，ここでは各変数の参加農家・非参加農家別の平均値を示す（表 3）．
表 3 によれば，サンプル全体では，準主業農家ダミー以外のすべての農家属性の平均値につい
て，参加農家と非参加農家との間で統計的に有意な差がみられた．戸別補償制度参加農家は，戸
別補償制度導入前の時点で，非参加農家よりも経営耕地面積が大きく，副業的農家の割合が低く，
土地・労働比率が高く，借地面積割合が高い傾向にあった．また，作付面積が 1 ha 未満の農家と
1 ha 以上の農家とでサンプルを分けた場合，作付面積 1 ha 未満のみのサブサンプルでは，土地・
労働比率の平均値について，参加農家と非参加農家との間で統計的に有意な差がみられた．作付面
積 1 ha 以上のみのサブサンプルでは，経営耕地面積と土地・労働比率について，参加農家と非参
加農家との間で統計的に有意な差がみられた．次節で詳述するが，これらの農家属性は稲作生産性
水準や戸別補償制度への参加確率に影響し得る要因であるため，これら農家属性の参加農家・非参
加農家間における違いを調整しなければ，生産性影響を適切に計測できない恐れがある．

14 本稿で利用した要素投入量は，多田・伊藤 (2018) や Kondo et al. (2017)，山本他 (2007) 等と同様に，すべて各年のフ
ローデータである．資本投入に関して，農機具費は大農具の減価償却費および修繕費と小農具の購入費および修繕費，自動車
費は自動車類の減価償却費および修繕費，賃借料及び料金は共同負担金，農機具等の賃借料，および航空防除費等の料金から
なる．なお，個票データを用いて生産性を計測した先行研究の例として，農林水産省『営農類型別経営統計』個票を用いて付加
価値生産関数を計測した Akune and Hosoe (2020) や阿久根・細江 (2019) がある．これらの計測では，農機具等について
簿価から時価での実質純資本ストックへの再計算が行われている（詳細は阿久根・細江 (2019) を参照のこと）．
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表 3 戸別補償制度導入前における参加農家・非参加農家の農家属性平均値（マッチング前）
参加 非参加

参加・非参加の差 t 検定（p 値)
農家 農家

サンプル全体
　経営耕地面積（ha） 6.17 1.99 4.18 0.001**
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.15 0.08 0.07 0.229
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.39 0.54 −0.16 0.043*
　土地・労働比率 0.49 0.31 0.18 0.000**
　借地面積割合 0.32 0.17 0.16 0.002**
作付面積 1 ha 未満
　経営耕地面積（ha） 1.22 1.27 −0.05 0.802
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.13 0.04 0.09 0.236
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.64 0.70 −0.05 0.644
　土地・労働比率 0.36 0.19 0.17 0.000**
　借地面積割合 0.12 0.05 0.06 0.187
作付面積 1 ha 以上
　経営耕地面積（ha） 7.87 2.65 5.22 0.007**
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.15 0.12 0.03 0.657
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.30 0.40 −0.10 0.298
　土地・労働比率 0.54 0.41 0.12 0.010**
　借地面積割合 0.40 0.27 0.12 0.078

注）経営耕地面積，土地・労働比率，および借地面積割合は 2008，2009 年の平均値．準主業農家ダミーおよび副業的農家ダミーは 2009 年の値． **, *
はそれぞれ有意水準 1%，5% で有意．

出所）農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票より著者作成．

4. 分析方法

4.1 稲作生産性水準の計測
TFP 指標については参加農家と非参加農家の TFP 水準を比較するために，農家間で矛盾なく

TFP水準を比較できる必要がある．この「矛盾なく比較できる」というのは，どの農家を基準と
しても農家間の TFP水準の大小関係が変化しないことを意味し，このような性質を循環性と呼ぶ
(Caves et al., 1982a)．循環性を有するという利点があることから，本稿では稲作生産性水準の計
測のためにマルチラテラル TFP指数を利用する15)．また，日本稲作については規模の経済性の存
在が指摘されている（黒田，2015）ことから，中でも規模の経済性を考慮したマルチラテラル TFP
指数（山本，1990;近藤他，2013）を用いる．マルチラテラル TFP指数は，生産関数などの計量
経済学的推計は不要となるノンパラメトリックな指数法16)によって計測される（山本，1990;Wang

15 換言すれば，循環性を持たない TFP 指数，例えばテルンクビスト (Törnqvist)TFP 指数を適用した場合，テルンクビス
ト TFP 指数は TFP 水準の計算において，どの農家を基準とするかによって，一部農家間の大小関係が逆転する状況が起こ
り得る欠点を有する．その意味で，TFP 指数の循環性欠如は基準となる農家の選定において，恣意性が免れない．
16 関連して，Akune and Hosoe (2021) は農林水産省『営農類型別経営統計』個票を用いて農業 TFP を計測し，水田作経
営を含む営農類型ごとの生産性分布がべき分布であることを明らかにしている．ただし，本稿で計測するのは稲作に関する
TFP であり，Akune and Hosoe (2021) が計測した経営全体の TFP とは異なる分布を有している可能性がある．
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et al., 2019）．
指数法による生産性の計測において規模の経済性を考慮する場合，生産性をある与えられた要素
投入量の下での生産量の差として捉える生産量基準生産性指数と，与えられた生産量の下での要素
投入量の差として捉える要素投入量基準生産性指数とが考えられる（Caves et al., 1982b; 山本，
1990）．そこで以下，マルチラテラル生産量基準生産性（以下，生産量基準 TFP）指数とマルチラ
テラル要素投入量基準生産性（以下，投入量基準 TFP）指数の計算方法を説明する．1 生産物の
場合，同一農家における t+1 年と t 年との間の TFP変化は，式 (1)(2)のように計算できる（理
論的な詳細は山本 (1990)を参照されたい）．

ln MOBPt+1 − ln MOBPt (1)

= (ln Qt+1 − ln Qt)

−1
2

∑
n

{(
Wn,t+1 + Wn

) (
ln In,t+1 − ln In

)
−

(
Wn,t + Wn

) (
ln In,t − ln In

)}
+1

2
∑

n

[{
(1 − et+1) Wn,t+1 + (1 − e)Wn

} (
ln In,t+1 − ln In

)
−

{
(1 − et) Wn,t + (1 − e)Wn

} (
ln In,t − ln In

)]
ln MIBPt+1 − ln MIBPt (2)

= (ln Qt+1 − ln Qt)

−1
2

∑
n

{(
Wn,t+1 + Wn

) (
ln In,t+1 − ln In

)
−

(
Wn,t + Wn

) (
ln In,t − ln In

)}
+1

2

[{
(et+1)−1 − 1 + e−1 − 1

} (
ln Qt+1 − ln Q

)
−

{
(et)−1 − 1 + e−1 − 1

} (
ln Qt − ln Q

)]
ただし，lnMOBP は自然対数をとった生産量基準 TFP水準，lnMIBP は自然対数をとった投
入量基準 TFP 水準，Q は生産物の生産量，Wn は投入要素 n のコスト・シェア，In は投入要素
nの投入量，バーは全農家・全年次の算術平均を示す．eは規模の経済性を表し，eが 1より大き
（小さ）ければ，規模に関して収穫逓増（逓減）とみなす（山本，1990）17)．同一時点における異な
る農家間の TFP格差も同様に計算できる．

17 規模の経済性 e は山本 (1990) と近藤他 (2011) に倣い，以下のコブ・ダグラス型費用関数を計測し，生産弾力性 β1,t の
逆数として求めた (et = 1/β1,t).

ln Ct = β0,t + β1,t ln Qt

ただし，Ct は t 年の総費用である．本稿では個票データを用いるため，農家ごとに時系列で規模の経済性を計測することは無
論考えられる．しかしながら，本稿の計測期間は 2008～2013 年の 6 箇年に過ぎず，各農家の観測数が 6 と小さいことから，
規模の経済性は農家ごとではなく，近藤他 (2011) に倣って年次別にクロスセクションで計測した．これは規模の経済性がす
べての農家で等しいと仮定することを意味し，その計測方法の改善は残された課題である．なお，規模に関して収穫一定を仮
定したマルチラテラル TFP 指数を用いた場合も，戸別補償制度の影響に関する本稿の分析結果は大きくは変わらず，結論は
不変であった．



農業者戸別所得補償制度の導入が稲作生産性水準に及ぼした影響 11

本稿では，生産量基準 TFPと投入量基準 TFPの 2 つの指数を用いて，2008 年における農家間
の TFP格差を計測したのち，各農家における各年次間の TFP変化を累積的に乗じていくことで，
各農家の各年における生産量基準と投入量基準の TFP水準をそれぞれ算出した．参加農家と非参
加農家の TFP 水準を比較可能なものとするため，TFP 水準は参加農家と非参加農家で同時に計
算した．

4.2 生産性影響の計測
本稿では，上述の方法で計測した稲作 TFP水準に対する，戸別補償制度導入の生産性影響を計

測する．この生産性影響は，PSMと差分の差分 (difference-in-differences: DID)法を組み合わせ
た方法（PSM-DID 法）を適用することで，戸別補償制度参加農家に対する平均処置効果 (ATT)
として計測される．PSM-DID法は，近年，EUの直接支払いが農家レベルの TFPに及ぼす影響
の計測に用いられている (Mennig and Sauer, 2020; Baráth et al., 2020)．以下，概要を述べる．

4.2.1 傾向スコアマッチング
戸別補償制度への参加は任意であり，それゆえ政策の割り付けが無作為にならない．このような

政策の効果を推定する場合に，PSMはしばしば利用されている（農業政策における適用例や手法
の詳細は中谷 (2016)を参照）．PSMでは，各農家の戸別補償制度導入前の観察可能な属性から傾
向スコアと呼ばれる戸別補償制度への参加確率を求め，この傾向スコアの値の近さに基づいて，戸
別補償制度参加農家に非参加農家をマッチングする．傾向スコアは，参加農家ダミー変数を従属変
数，前節で述べた観察可能な農家属性を独立変数とするロジットモデルの推定によって求めた．
傾向スコアを求めるためのロジットモデルで利用する農家属性は，以下のように決定した．ま

ず，先行研究より，戸別補償制度への参加確率と相関し得る農家属性のうち，稲作生産性にも影響
を及ぼし得るものをリストアップした．具体的には，荒幡 (2015b) は，大規模・専業農家は小規
模・兼業農家に比べ戸別補償制度への参加確率が高いことを明らかにしている18)．これらの変数
は，いずれも稲作 TFP水準にも影響を及ぼし得る．ただし，経営規模は経営耕地面積等によって
考慮できるものの，本稿で利用した農林水産省『米生産費統計』個票からは専兼業区分のデータは
得られない．そこで本稿においては，ロジットモデルの独立変数として，経営規模を表す変数とし
て経営耕地面積，専兼業区分の代理として主業農家を基準とする準主業農家ダミー変数および副業
的農家ダミー変数を利用する．
次に，先行研究より，稲作生産性に影響を及ぼし得る農家属性をリストアップした．具体的に

は，直接支払いへの依存度が農業生産の技術効率に及ぼす影響を解明した多田・伊藤 (2018)のモ
デルでは，直接支払い以外に技術効率に影響を及ぼす要因として土地・労働比率および借地面積比
率が利用されていた19)．そこで本稿においても，農林水産省『米生産費統計』個票から得られる変
数から土地・労働比率および借地面積比率を計算し，ロジットモデルの独立変数として利用する．

18 荒幡 (2015b) は，大規模・専業農家ほど戸別補償制度への参加メリットが大きく，参加確率が高くなることを明らかにし
た．一方で，小規模農家の参加率が理論的に想定されるよりも高く，その要因として国の出先機関の担当者による参加促進運
動や，集落の相互扶助精神による生産者段階での調整があったとも指摘している．しかし，本稿で利用した農林水産省『米生
産費統計』個票からは，こうした実態面のデータは得られず，これらの考慮は今後の課題として残された．
19 多田・伊藤 (2018) では，土地・労働比率および借地面積比率以外にも，技術効率に影響を及ぼす要因として，経営形態の
違いを制御する変数，および 2010 年の転作奨励金の制度変更（水田活用の所得補償交付金の導入）を制御する変数が利用さ
れていた．しかし，本稿は個別経営のみを対象とした分析であること，および傾向スコアを求める際に利用する農家属性は戸
別補償制度導入前の値のみを用いることから，これらの変数は利用していない．
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なお，以上の農家属性変数は，すべて戸別補償制度導入前の値を用いる．具体的には，経営耕地
面積，土地・労働比率，および借地面積比率は 2008 年と 2009 年の平均値を利用し，準主業農家
ダミー変数と副業的農家ダミー変数は年によって値が変わるため，2009 年の値を利用した．
以上の変数を用いて傾向スコアを求め，参加農家に非参加農家をマッチングする20)．マッチング
の際には，共通サポート条件21)を課し，また非参加農家が繰り返しマッチングに利用されることを
許した．マッチング方法は，類似の先行研究 (Mennig and Sauer, 2020; Baráth et al., 2020) に
倣い，1対 1から 1対 5の最近傍マッチング，カーネルマッチング，半径マッチング（キャリパー
は 0.05に設定）の 7 通りの方法でマッチングを試行した．マッチングの目的は，参加農家・非参
加農家間において農家属性のバランスをとることである．そこで，7 通りの方法によってマッチン
グしたデータのうち，参加農家・非参加農家間において，利用したすべての農家属性変数の平均値
の差に有意水準 5％で統計的にゼロと有意差が認められなかったマッチング方法に限り，適切にバ
ランスが取れたと判断して DID法によって生産性影響を計測する．

4.2.2 差分の差分法
戸別補償制度導入の生産性影響は，上述の方法でマッチングし，適切にバランスが取れたと判断
されたデータを用いて DID法によって計測する22)．以下，DID法について Ferraro and Miranda
(2014)を参考に概説する．

DID法では，戸別補償制度導入前後の TFP水準の変化を，参加農家と非参加農家の間で比較す
る．これにより，時間によって変化しない，参加農家と非参加農家の間における観察できない農家
属性の差異による影響を取り除くことができる．このとき，戸別補償制度導入前後における非参加
農家の TFP水準の変化は，参加農家が戸別補償制度に参加しなかった場合の反事実的な TFP水
準の変化と解釈される．
第 1に，規模間・時点間における違いを考慮しない場合の生産性影響を計測するため，サンプル
全体でマッチングしたデータを用いて，式 (3)の固定効果モデルを計測する．このとき計測される
のは，戸別補償制度導入後の期間全体における平均的にみた生産性影響である．

TFPit = α + δDPit + γi + λt + εit (3)

ただし，TFPit は農家 iの t 年における稲作 TFP水準，DPit は農家 iが t 年において戸別補
償制度の直接支払いを受給しているか否かを示す受給ダミー変数．αは定数項，γi は農家 iに固有
の固定効果，λt は t年の全農家に共通する時間効果，εit は誤差項を表す．このとき，戸別補償制
度への参加が TFP水準に及ぼした，平均的な生産性影響は係数 δ で表される．
次に，生産性影響の規模間・時点間における違いを解明するため，まず，生産性影響計測用の
データセットを作付面積（2008，2009 年の平均値）が 1 ha未満の農家と 1 ha以上の農家の 2 つ
に分ける．その上で，それぞれのサブサンプルごとにロジットモデルの計測と PSMによるマッチ

20 傾向スコアの算出に用いる農家属性としては，前述のもの以外にも農業地域類型や生産調整面積割合等，複数の組み合わせ
で試行した上で，t 検定によるバランステストの結果を踏まえ，参加農家と非参加農家との間で農家属性のバランスが適切にと
れるように選択した．
21 参加農家・非参加農家間で傾向スコアの分布が重なる領域で ATT を計測するという仮定であり，セレクションバイアスに
対処する上で不可欠なものである．
22 具体的には，Stata 17 の psmatch2 コマンドを利用して PSM を実施した．その結果計算されるウェイトを DID 法に
よる計測に利用することで，マッチング後のデータによる生産性影響の計測を実施した．式 (3) による生産性影響の計測は
xtdidregress コマンド，式 (4) による生産性影響の計測は eventdd コマンドを利用して実施した．
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ングを行い，時点間の違いを考慮するために式 (3) に代えて式 (4) を計測する23)．式 (4) は，式
(3) による DID 法を拡張したものであり，event study と呼ばれる分析方法である (Clarke and
Tapia-Schythe, 2021).

TFPit = α +
∑2

j=0
δj(Lag j)t + δ−2(Lead 2)t + γi + λt + εit, (4)

ただし，Lag j および Lead 2は，各観測が戸別補償制度の導入，すなわち 2011 年の j 時点後
（2011，2012，2013 年）および 2時点前（2008 年）であることを示す二値変数である（戸別補償
制度導入 1時点前の 2009 年基準）．δj および δ−2 は，それぞれ戸別補償制度導入の j 時点後およ
び 2時点前における生産性影響を表す．

DID 法や event study を用いる上で最も重要な仮定として，平行トレンドの仮定がある．本稿
において平行トレンドの仮定とは，もし戸別補償制度の導入が無ければ，戸別補償制度参加農家の
稲作 TFP水準のトレンドと，非参加農家の稲作 TFP水準のトレンドの差が一定であるという仮
定である (Huntington-Klein, 2022)．平行トレンドの仮定は直接的には検定できないものの，戸
別補償制度導入前のデータのみを使って，導入以前の期間において参加農家と非参加農家の TFP
水準の推移に差があるかをみることで検証でき，式 (4)の計測によって戸別補償制度導入の生産性
影響の計測と同時に検証できる (Clarke and Tapia-Schythe, 2021)．結果を先取りすれば，マッチ
ング後のデータによれば，利用したどのマッチング方法でも平行トレンドの仮定は満たされている
と判断できる．
さらに，生産性影響の計測においては SUTVA (Stable Unit Treatment Value Assumption)も
満たされる必要がある．本稿において SUTVAとは，ある農家の潜在的な TFP水準が，他の農家
が戸別補償制度に参加したかと関連しないという仮定である (Angrist et al., 1996)．ある農家の戸
別補償制度への参加と他の農家の稲作 TFP 水準が関連する可能性として考えられることとして，
戸別補償制度の導入によって米価を下げる力が働いたとの議論がある（磯田，2011;金，2013）．戸
別補償制度の導入の結果，非参加農家が直面する米価が影響を受け，それにより生産行動が変化し
たとすれば，SUTVAが満たされない恐れがある．ただし，本稿で対象とする 2013 年までの短期
間において，各農家の戸別補償制度への参加が米価への影響を通じて他の農家の稲作生産性水準に
与えた影響は小さいと仮定し，分析する．

5. 分析結果と考察

5.1 稲作生産性水準の計測結果
まず，式 (1)(2)によって，マッチング前のバランスドパネルデータを用いて農家別の稲作 TFP

水準を計測した．計測した 2008～2013 年（生産性影響計測の対象としない 2010 年を除く）の
TFP水準を，参加農家・非参加農家別に平均した結果を図 1に示した．サンプル全体の他，作付
面積が 1 ha未満と 1 ha以上のサブグループでも集計した．
生産量基準 TFP と投入量基準 TFP 指数のどちらでも，サンプル全体では，参加農家の稲作

TFP水準の平均値は，全期間を通して非参加農家よりも高い．このことから，戸別補償制度導入
前の時点から稲作 TFP水準が相対的に高い農家が，戸別補償制度に参加していた傾向にあること
がわかる．この傾向は作付面積 1 ha未満のサブサンプルでも同様であり，参加農家の方が分析期
間を通じて TFP水準が高い．

23 傾向スコアの算出に用いた農家属性の各年の値をコントロール変数として利用した場合でも式 (4) を計測したが，計測結果
はほとんど変わらなかった．
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図 1 稲作生産性水準の計測結果（マッチング前）

注）農林水産省『米生産費統計』個票から戸別補償制度の受給状況のデータが得られないため，2010 年は除外．
出所）農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票より著者作成．

他方，作付面積 1 ha以上のサブサンプルでは，参加農家・非参加農家間の TFP水準の格差は，
作付面積 1 ha未満のサブサンプルに比べて小さくなっている．さらに，戸別補償制度導入後であ
る 2011 年以降に着目すると，非参加農家の TFP水準が 2011 年に低下し，その後 2013 年にかけ
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て上昇傾向にあるのに比べて，参加農家の TFP水準の変動は比較的小さい．ただし，以上の傾向
はマッチング前のデータを用いた場合の結果であり，政策の割り付けが無作為にならない点に対処
していないものである．
ここで，平行トレンドの仮定について検討する．図 1をみると，特に作付面積 1 ha未満のサブ

サンプルについて，戸別補償制度導入前の TFP水準の推移が参加農家と非参加農家とで異なって
おり，平行トレンドの仮定が満たされていないように思われる．しかし，図 1 はマッチング前の
データを用いて示したものであり，前節で述べたマッチング手順によって，この点についても改善
することができる．なお，作付面積 1 ha以上のサブサンプルについては，マッチング前において
平行トレンドの仮定が満たされているようにみえる．マッチング後における平行トレンドの仮定の
検証については後述する．

5.2 農業者戸別所得補償制度への参加要因
続いて，マッチングに利用する傾向スコアを求めるために，サンプル全体，および作付面積 1 ha

未満と作付面積 1 ha以上のサブサンプルについて，戸別補償制度導入前の変数を用いてそれぞれ
ロジットモデルを計測した（表 4）．サンプル全体では，経営耕地面積の平均限界効果は有意水準
1％，土地・労働比率（直接労働時間に対する作付実面積の比率）の平均限界効果は有意水準 5％
で有意に正の値となった．その他の農家属性の平均限界効果については，有意水準 5％で統計的に
ゼロと有意差が認められなかった．つまり，戸別補償制度導入前の時点における経営耕地面積が大
きく，労働時間当たりの作付面積が大きい農家ほど，戸別補償制度への参加確率が高い傾向にあっ
た．経営耕地面積については，より大規模な農家は小規模農家に比べ戸別補償制度への参加確率が
高いという荒幡 (2015b)の指摘と整合的である．土地・労働比率については，戸別補償制度参加農
家は非参加農家よりも稲作 TFP水準が高い傾向（図 1）にあることを踏まえると，作業効率が相
対的に高い農家ほど戸別補償制度への参加確率が高い傾向が現れた可能性がある．
規模別に計測した結果をみると，規模間で傾向が異なる．作付面積 1 ha未満のみのサブサンプ
ルでは，経営耕地面積の平均限界効果が負の値となっている．これは，規模を基準としてサンプ
ルを分割したことで，特に作付面積 1 ha未満のサブサンプルで経営耕地面積のばらつきが小さく
なったことによるものと考えられる．準主業農家ダミーと土地・労働比率については，作付面積
1 ha 未満でのみ有意となっており，規模間で戸別補償制度への参加要因が異なっている可能性が
示唆される．他方，作付面積 1 ha以上のサブサンプルでは，平均限界効果が統計的に有意となっ
たのは経営耕地面積のみである．これは，サンプル全体の場合と同様，より大規模な農家は小規模
農家に比べ戸別補償制度への参加確率が高いという荒幡 (2015b)の指摘と整合的である．ただし，
ロジットモデルの計測が目的とするのはマッチングによる農家属性のバランス向上であり，戸別補
償制度への参加要因の規模間における違いの詳細な分析は今後の課題としたい．
ロジットモデルによって求めた傾向スコアに基づいて，参加農家に非参加農家をマッチングし
た．マッチングの良し悪しを判断し，生産性影響の計測に利用するマッチング方法を決定するた
め，マッチング後の農家属性の平均値をみていく．サンプル全体でマッチングした後の農家属性
の平均値（表 5）をマッチング前の平均値である表 3と比較すると，すべてのマッチング方法で，
利用したすべての農家属性の参加農家・非参加農家間の平均値の差が絶対値でみて小さくなって
いる．ただしマッチング後でも，t検定によると，1対 4と 1対 5の最近傍マッチング，カーネル
マッチング，および半径マッチングでは，経営耕地面積の値に参加農家・非参加農家間で平均値に
有意水準 5％で有意差がみられる．つまり，1対 4と 1対 5の最近傍マッチング，カーネルマッチ
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表 4 ロジットモデルの計測結果

平均限界効果 z値 p値

サンプル全体（観測数：310）

　経営耕地面積（ha） 0.04 3.16 0.002**

　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.13 1.72 0.086

　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.06 1.33 0.184

　土地・労働比率 0.43 2.54 0.011*

　借地面積割合 −0.03 −0.34 0.736

　サンプルサイズ 310

　対数尤度 −110.28

　 Pseudo R2 0.17

作付面積 1 ha未満（観測数：90）

　経営耕地面積（ha） −0.13 −2.58 0.010**

　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.31 2.75 0.006**

　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.01 0.13 0.900

　土地・労働比率 2.49 6.69 0.000**

　借地面積割合 0.47 1.80 0.071

　サンプルサイズ 90

　対数尤度 −32.30

　 Pseudo R2 0.37

作付面積 1 ha以上（観測数：220）

　経営耕地面積（ha） 0.06 3.51 0.000**

　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.07 1.17 0.244

　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.05 1.19 0.235

　土地・労働比率 0.05 0.30 0.765

　借地面積割合 −0.09 −1.20 0.232

　サンプルサイズ 220

　対数尤度 −62.86

　 Pseudo R2 0.19

注）**, *はそれぞれ有意水準 1%，5% で有意．ロバスト標準誤差を利用．
出所）農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票より著者作成．

ング，および半径マッチングでは，マッチング後のデータで適切に農家属性のバランスが取れてい
るとは判断できない．そのため，サンプル全体については，すべての農家属性について参加農家・
非参加農家間でバランスが取れた 1対 1～1対 3の最近傍マッチングによる生産性影響の計測結果
を示す．
同様に，作付面積 1 ha未満のみと作付面積 1 ha以上のみのサブサンプルを用いて参加農家に非
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表 5 戸別補償制度導入前における参加農家・非参加農家の農家属性平均値（マッチング後・サンプル全体）
農家属性 参加農家 非参加農家 参加・非参加の差 t 検定 (p 値)
1 対 1 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 3.31 3.16 0.14 0.460
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.16 0.13 0.03 0.342
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.44 0.48 −0.05 0.341
　土地・労働比率 0.43 0.45 −0.02 0.215
　借地面積割合 0.25 0.26 −0.01 0.579
1 対 2 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 3.31 3.07 0.24 0.209
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.16 0.17 −0.01 0.847
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.44 0.44 0.00 1.000
　土地・労働比率 0.43 0.45 −0.02 0.259
　借地面積割合 0.25 0.23 0.02 0.461
1 対 3 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 3.31 3.01 0.29 0.126
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.16 0.18 −0.02 0.527
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.44 0.44 0.00 0.949
　土地・労働比率 0.43 0.45 −0.02 0.319
　借地面積割合 0.25 0.23 0.02 0.387
1 対 4 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 3.31 2.93 0.38 0.042*
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.16 0.19 −0.03 0.349
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.44 0.45 −0.01 0.830
　土地・労働比率 0.43 0.45 −0.02 0.282
　借地面積割合 0.25 0.22 0.03 0.266
1 対 5 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 3.31 2.84 0.46 0.012*
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.16 0.22 −0.06 0.109
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.44 0.44 0.00 1.000
　土地・労働比率 0.43 0.44 −0.01 0.625
　借地面積割合 0.25 0.22 0.03 0.272
カーネルマッチング
　経営耕地面積（ha） 3.31 2.91 0.40 0.033*
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.16 0.19 −0.03 0.398
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.44 0.45 −0.01 0.776
　土地・労働比率 0.43 0.45 −0.02 0.305
　借地面積割合 0.25 0.22 0.03 0.192
半径マッチング
　経営耕地面積（ha） 3.31 2.89 0.42 0.025*
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.16 0.19 −0.03 0.382
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.44 0.46 −0.02 0.731
　土地・労働比率 0.43 0.45 −0.02 0.315
　借地面積割合 0.25 0.21 0.04 0.159

注） *は有意水準 5% で有意．ここで参加農家・非参加農家間ですべての農家属性について平均値の差に有意差がみられないマッチング方法（具体的には，
1 対 1，1 対 2，及び 1 対 3 最近傍マッチング）による結果のみ表 8 では示す．

出所）農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票より著者作成．

参加農家をマッチングした場合の，マッチング後の農家属性の平均値を表 6と表 7に示した．そ
の結果，作付面積 1 ha未満では，1対 2，1対 4，および 1対 5の最近傍マッチングですべての農
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表 6 戸別補償制度導入前における参加農家・非参加農家の農家属性平均値 （マッチング後・作付面積 1 ha 未満）
農家属性 参加農家 非参加農家 参加・非参加の差 t 検定 (p 値)

1 対 1 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 1.35 1.11 0.24 0.264
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.15 0.03 0.12 0.089
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.61 0.82 −0.21 0.058
　土地・労働比率 0.23 0.25 −0.01 0.394
　借地面積割合 0.07 0.01 0.05 0.045*
1 対 2 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 1.35 1.06 0.29 0.170
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.15 0.06 0.09 0.237
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.61 0.82 −0.21 0.058
　土地・労働比率 0.23 0.23 0.00 0.828
　借地面積割合 0.07 0.05 0.02 0.553
1 対 3 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 1.35 1.09 0.26 0.218
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.15 0.04 0.11 0.129
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.61 0.83 −0.22 0.046*
　土地・労働比率 0.23 0.23 0.00 0.977
　借地面積割合 0.07 0.04 0.02 0.437
1 対 4 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 1.35 1.24 0.11 0.622
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.15 0.05 0.11 0.153
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.61 0.74 −0.14 0.244
　土地・労働比率 0.23 0.24 0.00 0.925
　借地面積割合 0.07 0.05 0.02 0.576
1 対 5 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 1.35 1.19 0.16 0.471
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.15 0.04 0.11 0.138
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.61 0.76 −0.16 0.173
　土地・労働比率 0.23 0.23 0.01 0.779
　借地面積割合 0.07 0.06 0.00 0.981
カーネルマッチング
　経営耕地面積（ha） 1.38 1.00 0.38 0.071
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.16 0.03 0.13 0.076
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.59 0.86 −0.27 0.015*
　土地・労働比率 0.23 0.24 0.00 0.943
　借地面積割合 0.07 0.04 0.03 0.408
半径マッチング
　経営耕地面積（ha） 1.38 1.02 0.36 0.099
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.16 0.02 0.14 0.060
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.58 0.85 −0.27 0.017*
　土地・労働比率 0.23 0.24 0.00 0.811
　借地面積割合 0.07 0.04 0.03 0.326

注） *は有意水準 5% で有意．ここで参加農家・非参加農家間ですべての農家属性について平均値の差に有意差がみられないマッチング方法（具体的には，
1 対 2，1 対 4，及び 1 対 5 最近傍マッチング）による結果のみ図 2 では示す．

出所）農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票より著者作成．

家属性について参加農家・非参加農家間でバランスが取れているため，これら 3 つのマッチング方
法による生産性影響の計測結果を示す．また，作付面積 1 ha以上では，1対 1，1対 3，および 1
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表 7 戸別補償制度導入前における参加農家・非参加農家の農家属性平均値（マッチング後・作付面積 1 ha 以上）
農家属性 参加農家 非参加農家 参加・非参加の差 t 検定 (p 値)

1 対 1 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 3.60 3.52 0.08 0.653
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.17 0.21 −0.04 0.439
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.39 0.39 −0.01 0.901
　土地・労働比率 0.46 0.47 −0.01 0.716
　借地面積割合 0.30 0.27 0.03 0.387
1 対 2 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 3.60 3.37 0.23 0.202
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.17 0.18 −0.01 0.873
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.39 0.46 −0.07 0.219
　土地・労働比率 0.46 0.51 −0.05 0.021*
　借地面積割合 0.30 0.23 0.07 0.028*
1 対 3 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 3.60 3.46 0.15 0.414
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.17 0.17 0.00 0.957
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.39 0.40 −0.01 0.868
　土地・労働比率 0.46 0.50 −0.04 0.109
　借地面積割合 0.30 0.26 0.04 0.214
1 対 4 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 3.60 3.27 0.34 0.055
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.17 0.24 −0.06 0.187
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.39 0.38 0.01 0.926
　土地・労働比率 0.46 0.49 −0.02 0.288
　借地面積割合 0.30 0.24 0.06 0.083
1 対 5 最近傍マッチング
　経営耕地面積（ha） 3.60 3.18 0.43 0.015*
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.17 0.26 −0.09 0.085
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.39 0.38 0.00 0.940
　土地・労働比率 0.46 0.50 −0.04 0.112
　借地面積割合 0.30 0.24 0.06 0.089
カーネルマッチング
　経営耕地面積（ha） 3.60 3.48 0.12 0.505
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.17 0.15 0.02 0.598
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.39 0.43 −0.04 0.465
　土地・労働比率 0.46 0.49 −0.03 0.142
　借地面積割合 0.30 0.27 0.03 0.353
半径マッチング
　経営耕地面積（ha） 3.60 3.47 0.13 0.484
　準主業農家ダミー（基準：主業） 0.17 0.15 0.02 0.637
　副業的農家ダミー（基準：主業） 0.39 0.42 −0.03 0.569
　土地・労働比率 0.46 0.49 −0.03 0.173
　借地面積割合 0.30 0.27 0.03 0.355

注） *は有意水準 5% で有意．ここで参加農家・非参加農家間ですべての農家属性について平均値の差に有意差がみられないマッチング方法（具体的には， 1
対 1，1 対 3，及び 1 対 4 の最近傍マッチング，カーネルマッチング，及び半径マッチング）による結果のみ図 3 では示す．

出所）農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票より著者作成．

対 4の最近傍マッチング，カーネルマッチング，半径マッチングですべての農家属性について参加
農家・非参加農家間でバランスが取れているため，これら 5 つのマッチング方法による生産性影響
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表 8 生産性影響の計測結果（サンプル全体）
サンプルサイズ 生産性影響

標準誤差 p 値
95% 信頼区間

（戸／年） 推定値 下限 上限

生産量基準 TFP
　 1 対 1 最近傍マッチング 257 0.04 0.05 0.356 −0.05 0.13
　 1 対 2 最近傍マッチング 263 0.05 0.04 0.160 −0.02 0.13
　 1 対 3 最近傍マッチング 266 0.05 0.04 0.166 −0.02 0.13

投入量基準 TFP
　 1 対 1 最近傍マッチング 257 0.03 0.04 0.359 −0.04 0.10
　 1 対 2 最近傍マッチング 263 0.04 0.03 0.160 −0.02 0.10
　 1 対 3 最近傍マッチング 266 0.04 0.03 0.164 −0.02 0.10

注）標準誤差は，農家単位でクラスター化したクラスターロバスト標準誤差．
出所）農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票より著者作成．

の計測結果を示す．

5.3 生産性影響の計測結果
まず，サンプル全体でマッチングしたデータを用いて，規模間・時点間における違いを考慮しな
い場合の戸別補償制度導入の生産性影響を式 (3) によって計測した（表 8）．生産量基準と投入量
基準のどちらの TFP水準でみても，利用したすべてのマッチング方法で，生産性影響の推定値は
正の値であったものの有意水準 5％で統計的にゼロと有意差が認められなかった．つまり，サンプ
ル全体については，戸別補償制度導入による農家の稲作生産性水準に対する明瞭な生産性影響は検
出されなかった．ただし，これは平均的な生産性影響の推定値であり，農家の規模や時期の違いに
よって生産性影響に差異があった可能性がある．
そこで，次に，生産性影響の規模間・時点間における違いを解明するため，作付面積 1 ha 未満
と 1 ha以上に分けたサブサンプルを用いて，式 (4)によって生産性影響を計測した．図 2は，作
付面積 1 ha未満の参加農家の稲作 TFP水準に対する，各時点における生産性影響推定値と 95％
信頼区間である．生産量基準と投入量基準の 2 通りの TFP水準のそれぞれについて，すべての農
家属性について参加農家・非参加農家間でバランスが取れた 1対 2，1対 4，および 1対 5の 3 通
りの最近傍マッチングによってマッチングしたデータを用いて生産性影響を計測したため，全 6通
りの結果を示している．
すべての場合で，結果の傾向は概ね同様である．例えば，生産量基準 TFP水準について，1対 2
最近傍マッチングによってマッチングしたデータを用いた生産性影響の計測結果をみると，戸別補
償制度導入の 1 年目にあたる 2011 年の生産性影響推定値は −0.08であるものの，推定値の 95％
信頼区間はゼロを含んでいる．このことから，作付面積 1 ha 未満の参加農家の生産量基準 TFP
水準に対する，戸別補償制度導入の 2011 年における影響は明瞭には確認できなかった．その後の
2012 年と 2013 年において，生産性影響の推定値は絶対値でみてより大きな負の値へと推移してい
るが，いずれの年においても有意水準 5％で統計的にゼロと有意差が認められなかった．生産性影
響推定値は負であるものの，有意水準 5％で統計的にゼロと有意差が認められないという傾向は，
生産量基準と投入量基準のどちらの TFP水準を用いても，またいずれのマッチング方法によって
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図 2 生産性影響の時点間における違い（作付面積 1 ha 未満）

注）式 (4) の δj および δ−2 の計測結果（2009 年基準）．バーは 95% 信頼区間．農家単位でクラスター化したクラスターロバスト標準誤差を利用．
出所）農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票より著者作成．

も同様であった．
次に，図 3 は，作付面積 1 ha 以上の参加農家の稲作 TFP 水準に対する，各時点における生産

性影響推定値と 95％信頼区間である．2 通りの TFP 水準それぞれについて 5 通りのマッチング
方法によってマッチングしたデータを用いて生産性影響を計測したため，全 10 通りの結果を示し
ている．
生産量基準と投入量基準のどちらの TFP 水準についても，1 対 3 と 1 対 4 の最近傍マッチン
グ，カーネルマッチング，および半径マッチングによれば，2011 年における生産性影響が有意水準
5％で統計的に有意に正の値をとっている．しかし，2013 年にかけて生産性影響の推定値は小さく
なり，2012 年と 2013 年においては有意水準 5％で統計的にゼロと有意差が認められなかった．
統計的に有意となった 2011 年の生産性影響推定値の大きさをみると，生産量基準 TFP水準で
は 0.09～0.10 程度，投入量基準 TFP水準では 0.07～0.08 程度である．TFP水準の参加農家の平
均値は，生産量基準 TFPと投入量基準 TFPのどちらでも，2009 年から 2011 年にかけて 0.03 程
度低下していた（図 1）ことと比較すると，この生産性影響の推定値は小さくないと評価できる．
なお，マッチング後のデータを用いた式 (4)の計測により，生産性影響を計測すると同時に，以
上の生産性影響の計測のために不可欠な平行トレンドの仮定が満たされていたかを検証することも
できる (Clarke and Tapia-Schythe, 2021)．具体的には，図 2と図 3にて戸別補償制度導入前の
2008 年の生産性影響の推定値をみると，戸別補償制度導入後の期間に比べて絶対値でみて小さく，
有意水準 5％でみて統計的にゼロと有意差がみられない．言い換えれば，少なくとも戸別補償制度
導入前の期間においては，参加農家と非参加農家との間における TFP 水準の変化の差は小さく，
統計的にも有意ではない．このことから，平行トレンドの仮定は満たされていると判断できる24)．

24 これはあくまで戸別補償制度導入前の期間において，参加農家と非参加農家の TFP 水準のトレンドの差が一定であると言
えるかを検証したものであり，制度導入後の期間においても平行トレンドの仮定が満たされることを必ずしも意味しない．た
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図 3 生産性影響の時点間における違い（作付面積 1 ha 以上）

注）式 (4) の δj および δ−2 の計測結果（2009 年基準）．バーは 95% 信頼区間．農家単位でクラスター化したクラスターロバスト標準誤差を利用．
出所）農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票より著者作成．

以上より，作付面積 1 ha以上の中・大規模農家については，特に戸別補償制度の導入当初にあた
る 2011 年においてのみ，稲作 TFP水準に対し正の影響を有していた可能性が示された25)．谷口
(2010)，藤野 (2011)，および磯田 (2011)は，戸別補償制度のうち米の所得補償交付金（及び米価

だし，参加農家と非参加農家の TFP 水準のトレンドが，戸別補償制度導入前においてさえ平行でなかった場合，それが制度
導入後に平行になる可能性は低いと考えられ (Clarke and Tapia-Schythe, 2021)，こうした制度導入前の期間のデータを用
いた検証は一般的に行われている．
25 小規模農家と中・大規模農家を区分する基準を，戸別補償制度導入前の期間の米作付面積の中央値 (1.83 ha) とした場合の
計測も行った．その結果，小規模農家と中・大規模農家ともに，生産性影響についてすべての年次で有意水準 5％で統計的にゼ
ロと有意差が認められなかった．ただし，中・大規模農家に注目すると，有意差は認められなかったものの，戸別補償制度導入
当初において正の影響が最も大きく，その後減少するという傾向は図 2 に示した結果と同様であった．しかし，サンプルサイ
ズの問題から，規模階層と生産性影響の関係についての詳細な検討は困難であり，今後取り組むべき課題として残された．
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変動補塡交付金）が所得の水準に及ぼす影響を試算し，参加農家の稲作所得の増加幅は大規模な農
家ほど大きいとした．他方，住本・草苅 (2014)は，米の所得補償交付金（および米価変動補塡交
付金）を受給するためには生産数量目標に従って生産することが必要であるため，生産調整によっ
て失った稲作所得を機会費用として考慮することが必要であるとし，この機会費用を考慮すると戸
別補償制度への参加による所得の増加幅が中規模層（3～5 ha層）で大きかったことを明らかにし
た．先行研究が指摘するように戸別補償制度による所得増加が投資促進や規模拡大を生じさせ（服
部，2010;磯田，2011），投資促進や規模拡大によって TFP向上が生じる（Ciaian and Swinnen,
2009;服部，2010; Rizov et al., 2013）のだとすれば，本稿で計測された正の生産性影響は，戸別
補償制度への参加によって小規模農家に比べて中・大規模農家の所得が大きく増加し，その結果と
して生じた投資促進や規模拡大に起因する可能性がある26)．なお，住本・草苅 (2014)の指摘から
は，中・大規模農家の中でも特に 3～5 ha程度の階層において正の生産性影響があった可能性が考
えられるが，本稿ではサンプルサイズの限界からこの点は解明できなかった．
他方，中・大規模農家についても，2012 年以降には有意な生産性影響が検出されなかった．そ
の理由としては，単収の相違が交付金額に反映されないという戸別補償制度の制度設計の問題（松
木，2010;横山，2010）や，ソフトな予算制約に起因する効率性悪化を生じさせるという直接支払
い自体が有する問題（多田・伊藤，2018）による，TFP向上や経営改善に向けたインセンティブ
低下の影響（松木，2010;横山，2010;多田・伊藤，2018）が時間の経過とともに現れてきた可能
性が推察される．
本稿では，2011 年の中・大規模農家についてのみとはいえ，戸別補償制度が生産性向上に対する
インセンティブを低下させることを理論的側面から指摘した松木 (2010)と横山 (2010)や，直接支
払いが水田作経営の技術効率を低下させることを実証的に示した多田・伊藤 (2018)とは異なる結
果が得られた．この主因として考えられるのは，次の 3 点である．第 1に，これらの先行研究とは
異なり，本稿は規模間・時点間における影響の違いに注目していることである．本稿の結果におい
ても，稲作 TFPに対する正の影響が観測されたのは 2011 年の中・大規模農家のみであり，小規模
農家やその他の年には有意な影響はみられず，さらに 2012 年以降における影響の推定値は TFP
を低下させる方向に変化していた可能性も示されている．戸別補償制度がより長期に維持されてい
れば，TFPを低下させる影響がみられた可能性もある．第 2に，多田・伊藤 (2018)が指摘する，
戸別補償制度の導入に伴って助成金の交付と米の生産調整数量の遵守とが切り離されたことの正の
影響である．所得増加に伴う影響に加えて，転作奨励金が生産調整の実施と切り離されたことによ
る，「作物選択に関する経営判断の余地」（多田・伊藤，2018）の拡大が相対的に生産調整面積の割
合が大きい中・大規模農家において生じ，稲作 TFP向上へのインセンティブが向上した可能性が
考えられる．本稿の計測結果は，こうした戸別補償制度の導入に伴う政策転換も含めて総体として
評価したものと言える．第 3に，特に多田・伊藤 (2018)は水田作経営全体を対象としているのに
対して，本稿では稲作のみを対象としていることである．多田・伊藤 (2018)の結果は，転作奨励
金を中心とする直接支払いによって収益性が低い転作作物の作付が増加したことの影響が強く現れ
た可能性もある．これに対して，本稿の結果は，米生産に対する影響のみを峻別したものである．

26 単純に式 (4) の左辺を稲作所得（各種助成措置を含む）に代え，他は生産性影響の計測と同じ手順として戸別補償制度の稲
作所得への影響の計測を試みた．その結果，生産性影響の計測結果と同様に，ほとんどのマッチング方法で，2011 年の中・大
規模農家についてのみ稲作所得に対する正の影響がみられた．この点は本稿における考察を裏付けるものである一方で，同じ
く単純に各要素投入量と生産量への影響を計測したところ，いずれの要素投入量と生産量についても統計的に有意な影響は確
認できなかった．メカニズムの解明には，引き続き慎重な検討を要する．
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これらを踏まえると，戸別補償制度の導入は，小規模農家よりも特に中・大規模農家に対して，
より大きな所得増大による投資促進や規模拡大，経営判断の余地の拡大による稲作 TFP向上への
インセンティブ向上を引き起こし，稲作 TFP に対する正の影響が生じた可能性がある．しかし，
戸別補償制度の制度設計や直接支払い自体が有する問題による，TFP向上や経営改善に対するイ
ンセンティブ低下が時間の経過とともに生じ，正の影響が相殺された可能性が示唆される．ただ
し，本稿では，以上のような影響が生じたメカニズムは実証的に明らかにできておらず，その解明
は今後の課題である．

6. おわりに

本稿の目的は，農業者戸別所得補償制度の導入が農家の稲作 TFP水準に及ぼした影響（生産性
影響）を，特に規模間および時点間の違いに注目して実証的に解明することであった．日本稲作の
生産性向上が必要とされる現況において，戸別補償制度の導入が稲作生産性に及ぼした影響を実証
的に解明した先行研究は見当たらない．そこで本稿では，農林水産省『米生産費統計（平成 20 年
産～平成 25 年産）』個票から構築した府県農家のバランスドパネルデータを用いて，規模の経済性
を考慮したマルチラテラル TFP指数によって稲作生産性水準を計測し，PSM-DID法によって戸
別補償制度導入の生産性影響を計測した．
分析の結果，規模間・時点間における影響の違いを考慮しない場合には，戸別補償制度導入によ
る農家の稲作 TFP水準に対する明瞭な生産性影響は検出されなかった．他方，生産性影響の規模
間・時点間における違いの解明のため，作付面積の大小によってサンプルを 2 つに分けて，各時点
の生産性影響を計測したところ，作付面積 1 ha 以上の中・大規模農家についてのみ，戸別補償制
度の導入当初にあたる 2011 年において，稲作 TFP水準に対し正の影響を有していた可能性が示
された．
先行研究の指摘も踏まえると，戸別補償制度の導入は，特に導入当初の中・大規模農家において，
投資促進や規模拡大，稲作 TFP向上へのインセンティブ向上を引き起こすことで，一時的に稲作
TFPに対する正の影響が生じた可能性がある．しかし，時間の経過とともに，単収の相違が交付
金額に反映されないという戸別補償制度の制度設計の問題（松木，2010;横山，2010）や，ソフト
な予算制約に起因する効率性悪化を生じさせるという直接支払い自体が有する問題（多田・伊藤，
2018）によって TFP向上や経営改善に向けたインセンティブが低下し，正の影響が相殺された可
能性が示唆される．
戸別補償制度の生産性影響に，規模間・時点間における違いが存在していた可能性があるという
本稿の結果は，今後の制度設計に向けては，生産規模の違いによる影響の差異や政策導入後の経時
的な影響の変化を考慮することで，直接支払いのより効果的・効率的な運用が可能になることを示
唆するものである．しかし，本稿では，こうした違いが生じたメカニズムについては検討が不十分
となっている．この点については，稿を改めて分析を深めたい．
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付表 1 　除外サンプルとバランスドパネルデータとの比較
除外サンプル バランスドパネルデータ

p 値
平均 標準偏差 平均 標準偏差

2008
経営耕地面積（ha） 4.617 4.956 5.399 7.982 0.130
準主業ダミー（基準：主業） 0.139 0.346 0.129 0.336 0.697
副業ダミー（基準：主業） 0.402 0.491 0.377 0.486 0.496
土地労働比率 0.476 0.262 0.459 0.241 0.359
借地面積割合 0.282 0.310 0.297 0.323 0.534
2009
経営耕地面積（ha） 4.592 5.162 5.643 8.473 0.053
準主業ダミー（基準：主業） 0.136 0.343 0.139 0.346 0.914
副業ダミー（基準：主業） 0.429 0.495 0.410 0.493 0.607
土地労働比率 0.467 0.239 0.468 0.250 0.932
借地面積割合 0.290 0.313 0.301 0.319 0.635
2010
経営耕地面積（ha） 4.820 5.711 5.675 8.806 0.135
準主業ダミー（基準：主業） 0.106 0.308 0.145 0.353 0.114
副業ダミー（基準：主業） 0.455 0.499 0.423 0.495 0.377
土地労働比率 0.462 0.222 0.475 0.253 0.447
借地面積割合 0.290 0.311 0.304 0.317 0.539
2011
経営耕地面積（ha） 4.948 5.783 5.755 9.016 0.168
準主業ダミー（基準：主業） 0.113 0.318 0.132 0.339 0.447
副業ダミー（基準：主業） 0.444 0.497 0.429 0.496 0.678
土地労働比率 0.467 0.225 0.478 0.246 0.513
借地面積割合 0.299 0.315 0.312 0.324 0.593
2012
経営耕地面積（ha） 5.822 10.002 5.859 9.229 0.955
準主業ダミー（基準：主業） 0.116 0.321 0.113 0.317 0.889
副業ダミー（基準：主業） 0.503 0.500 0.448 0.498 0.115
土地労働比率 0.449 0.258 0.480 0.242 0.073
借地面積割合 0.297 0.339 0.313 0.322 0.462
2013
経営耕地面積（ha） 6.020 10.49 6.061 9.947 0.955
準主業ダミー（基準：主業） 0.116 0.320 0.113 0.317 0.904
副業ダミー（基準：主業） 0.514 0.500 0.477 0.500 0.294
土地労働比率 0.448 0.245 0.484 0.241 0.036*
借地面積割合 0.303 0.341 0.307 0.320 0.846

注）p 値は両側検定による．*は有意水準 5% で，除外サンプルとバランスドパネルとの間で平均値に有意差があることを指す．
出所）農林水産省『米生産費統計（平成 20 年産～平成 25 年産）』個票より著者作成．


